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日本[1]の「ＡＩロボティクス戦略」は、方向性としてはかなり妥当です。理由は
明確で、①フィジカル AI 時代の競争力の源泉を、単なるモデル性能ではなく、現
場データ・制御・安全・保守・量産を含む「統合力・運用力」に置いたこと、②
供給側と需要側を同時に設計し、導入→データ取得→モデル改善→横展開の循環
を政策の中心に据えたこと、③短期は点検・搬送・清掃・パレタイズ等の「8 共通
タスク」に絞り、中長期に「指作業」へ広げる段階設計をとったことにあります
。2040 年に世界市場 3 割超、国内 20 兆円、2027 年 6 月頃の国産ロボット基盤モ
デルβ版公開という目標も、政策的な牽引力を持つ水準です。[2] 

ただし、知財戦略としては未完成です。戦略本文は、標準化、データスペース、
AI-Ready 化、権利処理、安全性認証、データセキュリティを掲げていますが、特
許・著作権・営業秘密・限定提供データ・個人データ・オープンソース・標準必
須特許・大学発知財・モデル更新契約をどう組み合わせるかという実装ルールま
では定めていません。現状の日本の制度基盤は、AI 法、AI 事業者ガイドライン、
AI・データ契約ガイドライン、AI 民事責任手引き、著作権ガイダンス、不正競争
防止法、個人情報保護法、SEP 手引き、大学知財ガバナンスガイドライン等に分
散しており、ロボティクス向けの知財運用としては断片的です。これは、戦略の
方向が誤っているというより、政策の核であるはずの知財ガバナンスが暗黙知の
まま残っているという問題です。[3] 

本報告の結論は次のとおりです。日本が採るべき知財戦略は、特許中心主義でも
、データ所有権新設論でもなく、「多層型の権利設計」です。すなわち、発明・
要素技術・安全機構は特許、学習済みモデルの一部・チューニング手法・運用ノ
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ウハウ・評価ログは営業秘密、第三者と共有する運転データや派生データは契約
＋限定提供データ、訓練素材や出力の市場代替リスクには著作権ガバナンス、相
互運用性の中核になるインターフェースや安全仕様は標準化＋FRAND/RAND 型ラ
イセンス、大学・スタートアップ連携はモデル契約＋株式・新株予約権等を組み
合わせるべきです。新たな包括的「データ所有権」を急いで創設するより、この
多層構造を共同指針・モデル契約・証拠保全・審査運用・安全認証で強化する方
が、実施可能性も国際整合性も高いと判断します。[4] 

現行戦略と制度基盤 

内閣府[5]と経済産業省[6]が取りまとめた「ＡＩロボティクス戦略」は、多用途ロ
ボットを中心に、16 分野を対象とし、短期は 8 共通タスクの導入、中長期は「指
作業」等の難易度の高いタスクへ展開する構造をとっています。供給側では設計
開発・生産基盤、ロボット基盤モデルとデータ循環、需要側では導入支援・制度
・標準・安全性認証、横断では CoE 整備が柱です。戦略自体は、知財を独立章で
は扱っていないものの、データの AI-Ready 化、権利処理、標準化、データセキュ
リティ、オープンソースβ公開、国際標準化を明示しており、知財戦略は「埋め
込まれた前提」として存在しています。[7] 

制度面では、2025 年成立・施行の AI 法が AI 戦略本部と AI 基本計画を制度化し、
2025 年末の AI 基本計画はフィジカル AI・政府利用・評価基盤整備を国家方針に
位置付けました。さらに、2026 年 3 月の AI 事業者ガイドライン第 1.2 版は、知財
侵害や誤情報、複雑なバリューチェーン上の契約・リスク分配を整理し、2026 年
4 月の AI 利活用における民事責任手引きは、既存法の解釈適用を示しています。
ロボティクスの知財戦略は、これらの横断 AI 制度の上に載る形になっています。
[8] 

知財の個別制度は、かなり揃っています。特許庁[9]は AI 関連発明の出願動向調査
、SEP 手引き、オープンイノベーションモデル契約書、大学知財ガバナンス関連
施策を持ち、文化庁[10]は AI と著作権に関する考え方・チェックリストを公表し
、個人情報保護委員会[11]は APPI 見直しで「データと AI の好循環」を明示してい
ます。新エネルギー・産業技術総合開発機構[12]は 205 億円規模で AI ロボット社
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会実装用データセット構築と基盤／個別モデル開発を採択し、戦略本文が想定す
るデータエコシステムに実装資金を付しています。つまり、問題は「制度がない
」ことではなく、制度が分散し、ロボティクスの現場単位で統合されていないこ
とです。[13] 

以下は、現行の知財ガバナンスが実際にはどのような層で成り立っているかを整
理したものです。 

flowchart TD 
    A[研究開発・社会実装] --> B[技術成果の棚卸し] 
    B --> C1[特許化する発明] 
    B --> C2[営業秘密で保持する情報] 
    B --> C3[共有データ・派生データ] 
    B --> C4[著作物・学習素材] 
    B --> C5[標準化対象の仕様・I/F] 
    C1 --> D1[出願・国際展開・防衛的公開] 
    C2 --> D2[秘密管理・アクセス制御・証拠保全] 
    C3 --> D3[契約・限定提供データ・利用条件] 
    C4 --> D4[権利処理・記録・出力リスク管理] 
    C5 --> D5[標準化・FRAND/RAND・相互運用] 
    D1 --> E[導入・更新・保守] 
    D2 --> E 
    D3 --> E 
    D4 --> E 
    D5 --> E 
    E --> F[安全性評価・責任分界・保険] 
    F --> G[ログ・事故情報・モデル改善] 

この図が示すとおり、ロボティクスでは知財は単一権利では完結せず、権利保護
・契約・標準・安全・責任が一体で回る構造になります。現行戦略はこの構造を
前提にしているものの、まだ図の各箱をつなぐ共通ルールを欠いています。[14] 
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妥当性評価 

評価軸 

総合評
価 判断 

特許・営業秘密・デ
ータ権利・著作権・
標準・ライセンス 

B- 特許庁・文化庁・METI の制度は揃うが、ロボテ
ィクス向けに統合されたポートフォリオ指針がな
い 

技術移転と産学連携 C+ 大学知財ガバナンスガイドラインと OI モデル契
約は整備済みだが、大学発 AI/ロボット知財の契
約実装力が弱い 

国際競争力と国際標
準・協定 

C+ 日本は産業用ロボットで強いが、AI 関連特許量
では中国が圧倒的で、標準化・SEP の攻め筋がま
だ弱い 

倫理・安全・説明責
任 

B- AI 法、AI ガイドライン、民事責任手引きは前進
だが、ロボット更新管理・事故ログ・保険実務が
未成熟 

中小企業・スタート
アップ支援 

C+ JPO/NEDO/INPIT の支援はあるが、知財費用・契
約交渉・標準参加コストが重い 

実施可能性とコスト 短期 B / 

中長期
C 

8 共通タスクまでは実装可能性が高いが、「指作
業」や国際標準主導は追加制度投資が不可欠 

この評価の核心は、戦略の技術・産業政策としての妥当性は高い一方、知財政策
としての形式知化が不十分という点です。実際、戦略本文は、データの AI-Ready

化、データスペース、権利処理、標準化、安全論証、国際標準化を重視していま
すが、個々の権利・契約・標準戦略をどう組み合わせるかは別文書に委ねていま
す。逆に言えば、ここを明文化できれば、戦略全体の再現性は大きく上がります
。[15] 
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国内企業の事例も、この評価を裏付けます。 url ファナック
https://www.fanuc.co.jp/ja/は、ロボット単体ではなく、「FIELD system」とい
うオープンプラットフォームと生涯保守を競争力の基盤に据えています。 url 
安川電機 https://www.yaskawa.co.jp/は、協業とグローバル知財戦略を通じた
価値創造を明示し、AI 認識技術を新市場へ展開する方針を示しています。さらに
、AI ロボット協会[16]は NEDO の 205 億円事業でデータセット構築と基盤／個別
モデル開発を担っており、ここではクローズドな秘匿だけでなく、オープンソー
スβを含むエコシステム型知財設計が前提になっています。つまり、先進企業・
団体はすでに「特許だけでは勝てない」前提に立っており、戦略本文の方向は現
場とも整合的です。[17] 

問題点一覧 

問題 何が足りないか 

政策・事業上の
影響 主な根拠 

特許偏重 特許・営業秘密・データ
契約・著作権・標準化の
使い分け基準がない 

発明は出願され
ても、運用ノウ
ハウや学習資産
が散逸する 

戦略本文は標準化・AI-

Ready 化を掲げるが、知
財実装指針は別建てで未
統合。[18] 

データ権
利の不明
確さ 

現場データ、派生データ
、学習済みモデル、改良
モデルの帰属設計が弱い 

需要家がデータ
提供を渋り、デ
ータ循環が止ま
る 

契約ガイドラインはある
が、ロボティクス特有の
継続学習・アップデート
に特化していない。[19] 

著作権統
治の弱さ 

学習素材の取得・記録・
出力時の市場代替評価・
説明責任が弱い 

訓練段階は進め
ても、商用導入
で紛争リスクが
残る 

文化庁は考え方とチェッ
クリストを公表したが、
戦略本文は「権利処理」
にとどまる。[20] 

標準化・
SEP 戦略
の不足 

I/F、データ形式、安全
仕様の国際標準化と
SEP/FRAND 運用が未具

日本は部材優位
でも、プラット
フォーム支配を

戦略は国際標準化を掲げ
るが、ロボティクス向け
SEP 戦略は示さない。
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問題 何が足りないか 

政策・事業上の
影響 主な根拠 

体化 取り逃がす [21] 

産学連携
の契約実
装力不足 

背景知財、改良発明、実
施権、研究公表、スピン
アウト持分の設計が弱い 

大学成果が社会
実装に乗りにく
い 

大学知財 GGL は課題とし
て契約マネジメント不足
等を明示。[22] 

中小・ス
タートア
ップの負
担過大 

出願費用、秘密管理、標
準参加、契約交渉、保険
が重い 

優れた技術が
PoC 止まりに
なりやすい 

JPO は大学・スタートア
ップの知財戦略リソース
不足を認識。[23] 

責任分界
と安全証
拠の不足 

更新後モデルの責任、事
故ログ、保険、説明責任
の標準書式がない 

本格導入で需要
家が躊躇する 

AI 民事責任手引きは前進
だが、ロボット現場の更
新管理実務は今後の課題
。[24] 

国際競争
での知財
攻勢不足 

AI 特許出願の量・標準
参加・海外出願の重点化
が弱い 

中国等に量で押
され、標準・実
装の主導権を失
う 

JPO の AI 関連発明調査で
は中国が件数で突出、日
本は総件数で 4 位。[25] 

解決策と実施ロードマップ 

以下のコストは、政策実装上の概算レンジです。小は概ね数億円規模、中は数十
億円規模、大は百億円超を想定しています。精密な予算査定ではなく、優先順位
判断のための実務レンジです。 

flowchart LR 
    A[共同指針の策定] --> B[モデル契約群の改訂] 
    B --> C[データ分類・権利台帳] 
    C --> D[安全ケース・責任分界] 
    D --> E[標準化・国際出願] 
    E --> F[官需調達・SME支援] 
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    F --> G[ログ還流・モデル更新] 
    G --> H[監査・紛争解決・保険] 

問題 具体的解決策 実施手順 関係者 

優
先
度 

想
定
コ
ス
ト 法的障壁 

特許偏
重 

「AI ロボティク
ス知財・データ
連携指針」を共
同策定 

6 か月で共同 WG 設
置→12 か月で公表
→18 か月で公共調
達と NEDO 要件に
反映 

内閣府、
経産省、
特許庁、
文化庁、
PPC、AISI

、NEDO 

最
優
先 

小
〜
中 

新法不要
。省庁横
断調整が
障壁 

データ
権利不
明確 

データ分類表＋
権利台帳＋ログ
義務を標準装備 

現場データを「個人
データ/限定提供デ
ータ/営業秘密/共有
データ」に分類し、
派生データ・学習済
みモデルの帰属・利
用範囲を契約で明示 

METI、
PPC、需
要家、SIer

、保険会
社 

最
優
先 

中 契約実務
の定着が
障壁。
APPI 見
直しとの
整合も必
要 

著作権
統治の
弱さ 

学習素材・出力
管理のプロトコ
ル化 

調達要件に「学習ソ
ース記録」「削除依
頼窓口」「出力レビ
ュー」を導入し、文
化庁ガイダンス準拠
を必須化 

文化庁、
経産省、
需要家、
ベンダー 

高 小 著作権法
改正は直
ちに不要
。運用設
計が核心 

標準化
・SEP

戦略不

ロボティクス版
FRAND/RAND 指
針と特許プール

重点 I/F（通信、地
図、ログ、安全 API

、充電、遠隔保守）

特許庁、
JISC、
JARA、企

高 中 SEP 認定
の難しさ
、競争法



問題 具体的解決策 実施手順 関係者 

優
先
度 

想
定
コ
ス
ト 法的障壁 

足 実証 を選定→JIS/ISO 提
案→SEP 候補の開示
・共同実証 

業連合 配慮 

産学連
携の弱
さ 

大学向け AI/ロボ
ット特化モデル
契約 

背景知財・改良発明
・研究公表・データ
利用・新株予約権を
含む雛形を改訂し、
TLO/KPI に反映 

内閣府、
文科省、
経産省、
大学、
INPIT 

高 小
〜
中 

大学ごと
の運用差
・知財予
算不足 

SME/
スター
トアッ
プ負担 

知財・秘密管理
・標準化クーポ
ン 

出願費用、秘密管理
監査、国際標準会合
参加、契約レビュー
、保険料を一体補助 

特許庁、
INPIT、
NEDO、自
治体 

高 中 既存補助
制度の縦
割り 

責任分
界不足 

安全ケース様式
と更新責任ルー
ル 

事故ログ、更新履歴
、学習データ変更履
歴、停止権限、保険
通知を標準書式化 

AISI、経産
省、厚労
省、保険
業界 

最
優
先 

中 PL 法・
安衛法そ
のものよ
り、運用
基準整備
が障壁 

国際攻
勢不足 

国際出願・標準
化・防衛的公開
の重点配分 

重点分野ごとに「特
許化」「秘匿」「公
開」の判断表を作り
、海外出願費用と標
準参加費を重点配分 

特許庁、
経産省、
企業、大
学 

高 中 予算と人
材の集中
投下が必
要 



最も重要な提言は三つです。第一に、独自の包括的データ所有権を新設しないこ
とです。現在の日本法でも、契約、限定提供データ、営業秘密、個人情報保護、
著作権、ログ証拠化を組み合わせれば実務上かなりの範囲をカバーできます。新
たな絶対権は、データ共有と共同研究をむしろ阻害するおそれがあります。第二
に、ロボティクス向け標準化・FRAND 戦略を別建てで可視化することです。第三
に、安全ケースと責任分界を知財ガバナンスの一部として扱うことです。ロボテ
ィクスでは、権利保護ができても事故時の証拠が残らなければ、事業としては成
立しません。[26] 

国際比較の要点 

公開一次資料を優先したため、以下は日本・EU・中国・国際標準を中心とする比
較です。米国については本報告で用いた一次資料が十分でないため、表からは外
しています。 

比較
項目 日本 EU 中国 含意 

訓練
用デ
ータ
と著
作権 

著作権法 30 条の 4

を基礎に比較的柔軟
。ただし出力侵害・
市場代替・記録管理
が論点 

権利者保護と
の調整が強く
、透明性要求
が相対的に強
い 

生成 AI 出力を
巡る侵害事例が
既に現れ、サー
ビス提供者責任
も争点 

日本は柔軟性を
維持しつつ、出
力段階の説明責
任を強化すべき 

デー
タ保
護・
秘密
管理 

契約＋営業秘密＋限
定提供データ＋APPI

の多層構造 

営業秘密保護
は整備、利用
規制・越境・
透明性の議論
も濃い 

データ統制と産
業政策の結びつ
きが強い 

日本は新権利新
設よりも、多層
構造の明文化が
有利 

AI 特
許競
争 

産業用ロボットでは
強いが、AI 特許の量
では後位 

技術分野ごと
の差が大きい 

AI 関連発明件
数で突出 

日本は量ではな
く、質・維持・
標準化・実装に
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比較
項目 日本 EU 中国 含意 

集中すべき 

標準
化・
ライ
セン
ス 

SEP 手引きは成熟し
ているが、ロボティ
クスに未接続 

規制と標準の
接続が比較的
強い 

市場規模を背景
にデファクト形
成が速い 

日本は通信 SEP

型の知見をロボ
ット I/F へ移植
する必要がある 

安全
・説
明責
任 

AI 法、AI ガイドライ
ン、民事責任手引き
がある 

高度な規制志
向 

導入速度が速い
分、事後責任の
扱いが重要 

日本は安全ケー
ス型の証拠設計
で差別化余地が
ある 

この比較から得られる示唆は単純です。日本の優位は「柔軟な学習環境」そのも
のではなく、柔軟性と信頼性を両立できることにあります。EU 型の強規制をその
まま輸入すると導入速度を落とし、中国型の量的拡大と正面競争すると勝ちにく
い。したがって、日本は、契約・秘密管理・著作権ガバナンス・安全ケース・標
準化を組み合わせた高信頼・高再現性モデルで勝つべきです。[27] 

参考となる政策・法改正案の草案例 

第一に、「AI ロボティクス知財・データ連携指針」を、内閣府[5]、経済産業省[6]

、特許庁[9]、文化庁[10]、個人情報保護委員会[11]、AISI の共同で策定すべきです
。要点は、①データの 4 分類（個人データ、限定提供データ、営業秘密、一般共
有データ）、②学習済みモデル・派生モデル・評価ログの帰属ルール、③学習素
材と出力の記録保持、④更新責任と停止権限、⑤共同研究終了後のデータ返還・
削除・再学習禁止の標準条項、の五つです。新法でなく、まずは共同告示・共同
ガイドラインで十分に着手できます。[28] 

第二に、不正競争防止法そのものの大改正より先に、営業秘密管理指針と限定提
供データ指針をロボティクス向けに補強すべきです。具体的には、センサログ、
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力覚データ、保全記録、失敗事例、評価データセット、模倣学習用フィードバッ
クを「限定提供データ」または営業秘密として整理する実例集、アクセスログ・
ハッシュ・タイムスタンプによる証拠保全方式、共同研究先・委託先・クラウド
事業者への委託管理条項を追加するのが有効です。これにより「権利がないから
共有できない」ではなく、「共有しても管理できるから共有する」へ転換できま
す。[29] 

第三に、APPI 見直しをロボティクスに接続すべきです。現場映像、顔・歩容、音
声、作業ログ、介護・警備・店舗内データは、個人情報保護上の論点を必ず含み
ます。したがって、エッジ匿名化、目的外学習の制限、再識別リスク評価、第三
者提供・外国移転時の説明、監査ログ保存、自治体・公共調達向けの標準 DPIA 様
式を整備する必要があります。PPC の 2026 年見直し方針は「データと AI の好循
環」を明示しており、ここをロボティクスの現場ログまで具体化することが政策
上の急所です。[30] 

第四に、ロボティクス版 SEP/FRAND 実務ノートを策定すべきです。対象は、通
信だけではなく、地図データ更新、遠隔保守 API、充電インターフェース、作業ロ
グの相互運用、安全停止信号、監査証跡フォーマットです。日本は通信 SEP での
知見を持っているため、これをロボティクス標準に移植できれば、部品・装置・
保守・ソフトの分断を乗り越えやすい。ここで重要なのは、すべてを特許で囲い
込むことではなく、コアは FRAND、参照実装はオープン、差別化部分は特許か秘
密管理という役割分担です。[31] 

第五に、大学発 AI/ロボット知財の契約実装を標準化すべきです。大学知財 GGL

が示す通り、課題は知財マネジメント不足だけでなく、契約マネジメント不足、
社会実装予算不足、スピンアウト時の設計不足です。したがって、背景知財の留
保、改良発明の帰属、研究公表猶予、ソフトウェア更新権、データ利用権、株式
・新株予約権を含む対価設計を、AI/ロボット分野向けに具体化したモデル契約に
改訂すべきです。[32] 

第六に、安全・責任面では、PL 法＋安衛法＋AI 民事責任手引きを統合した「安全
ケース型認証」を導入すべきです。ポイントは、製品出荷時だけでなく、運用後
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のモデル更新・チューニング・環境変化時にも適用できることです。提出物は、
危険源分析、データ来歴、学習・評価履歴、更新履歴、停止権限、ログ保全、事
故時の初動手順、保険通報条件のセットが望ましい。ロボティクスでは知財と安
全が切り離せないため、保険会社・認証機関・需要家を巻き込んだ証拠フォーマ
ット統一が必要です。[33] 

Open questions / limitations 

本報告は、政府公式文書、法令、特許庁・文化庁・PPC・NEDO 等の一次資料を優
先し、そこから高信頼に言えることを中心に構成しました。そのため、主要学術
論文の注釈付き包括文献表までは本文に展開していません。技術面の補助文献と
しては、ロボット基盤モデル、実機データ、Sim2Real、VLA、オープンソース実装
に関する代表論文群を別紙で補うのが望ましいですが、本報告の本文では政策制
度との接続を優先しました。[34] 

また、「ＡＩロボティクス実装ロードマップ」は戦略本文自身が見直し予定を明
示しており、分野別導入目標や各省庁の制度改正の具体像は流動的です。個人情
報保護法の見直しも継続中であるため、介護・警備・小売・インフラ保守におけ
る映像・音声・生体関連データの扱いは、今後の制度設計で変わる可能性があり
ます。したがって、本報告の提言は、現時点での最適解というより、戦略を実装
可能な知財ガバナンスへ変換するための優先順位表として読むのが適切です。[35] 
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